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1 

救急医のためのメディカルコントロール	

メディカルコントロールにか
かわる組織と法的根拠	

1 

日本救急医学会 
メディカルコントロール体制検討委員会	

救急医のためのメディカルコントロール	

目的	

n  メディカルコントロールに従事する医師
がかかわる救急救命士（救急隊）や救
急医療機関等がどのような法令や制度
により構築されているか理解する。 

 
n  メディカルコントロール協議会の位置づ

けや役割について理解する。 

2 

救急医のためのメディカルコントロール	

Q.消防機関について	

n  消防機関が行う救急業務とは何
でしょうか。	

3 救急医のためのメディカルコントロール	

A.消防機関について	

＜法律＞ 
n  　消防法：消防に関する基本的な事項を規定 
n  　消防組織法：消防の組織、運営、所掌事務等を規定 

＜救急業務＞（消防法第2条第9項） 
n  　事故、疾病等による傷病者を医療機関等に緊急に

搬送する必要がある傷病者を医療機関等へ搬送する

こと。 
n  　傷病者が医師の管理下に置かれるまで応急手当を

行うこと。	

4 

救急医のためのメディカルコントロール	

Q.救急隊員・救急車について	

n  救急車に搭乗する救急隊員の数
や救急車の数は何によって決ま
っているのでしょうか？	

5 救急医のためのメディカルコントロール	

消防に関する体制整備基準	

＜救急隊＞（消防法施行令） 
l  　救急隊の隊員数は1台につき3人（医師等が

同乗する場合は2名でも可） 
＜救急自動車＞（救急業務実施基準） 
l  　配置 

人口15万人以下　：　概ね人口3万人ごとに1台 
人口15万人以上　：　概ね人口6万人ごとに1台 

　　日中の人口、1世帯当たりの人口、出動状況等に 
　　　　　よって勘案される 
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2 

救急医のためのメディカルコントロール	

Q.消防の活動について（１）	

n  救急隊は搬送拒否をする患者を
運ばなくていいのでしょうか。	

7 救急医のためのメディカルコントロール	

A.搬送拒否患者には・・・	

n  救急業務実施基準　第17条 
　隊員は、救急業務の実施に際し、傷病者
又はその関係者が搬送を拒んだ場合は、こ
れを搬送しないものとする。 

8 

救急医のためのメディカルコントロール	

Q.消防の活動について（２）	

n  救急隊はどのような場合、救急現
場に医師を要請するのでしょうか。 

9 救急医のためのメディカルコントロール	

A.消防の活動について（２）	

n  救急業務実施基準　第18条　 
隊員は次の各号のいづれかに該当する場合は、
速やかに救急現場に医師を要請し、必要な措置
を講ずるよう努めるものとする。 

一.傷病者の状態からみて搬送することが生
命に危険であると認められる場合 
二.傷病者の状態から見て搬送可否の判断が
困難な場合 

 

10 

救急医のためのメディカルコントロール	

Q.消防の活動について（3）	

11 

n  救急隊は死亡者の搬送をするこ
とができるのでしょうか。 

救急医のためのメディカルコントロール	

A.消防の活動について（3）	

n  救急業務実施基準　第19条 
　隊員は、傷病者が明らかに死亡している
場合又は医師が死亡と判断した場合は、こ
れを搬送しないものとする。 
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3 

救急医のためのメディカルコントロール	

Q.救急隊員と救急救命士	

n  救急隊員と救急救命士は何が違うの
でしょう。	

13 救急医のためのメディカルコントロール	

A.救急隊員と救急救命士	

l  　救急隊員 
　　法律：消防法、消防法施行令 
　　目的：医療機関に搬送、医師の管理下になるまでに

応急処置を行う 
　　資格：消防職員のうち250時間の救急標準課程修了者 
l  　救急救命士 
　　法律：救急救命士法 
　　目的：医療機関への搬送途上において救急救命処置
を行う 
　　資格：救急救命士国家試験に合格	

14 

救急医のためのメディカルコントロール	

Q. 救急救命士（1）	

n  救急救命士はどのような職種ですか
？また具体的にどのようなことができ
ますか？	

15 救急医のためのメディカルコントロール	

救急救命士	

16 

救急救命士とは、厚生労働大臣の免許を受けて、救急救命士の

名称を用いて、医師の指示の下に、重度傷病者が病院又は診

療所に搬送されるまでの間に救急救命処置を行うことを業とする

者。	

定　義（救急救命士法第二条第２項）	

救急救命処置	

　この法律で「救急救命処置」とは、その症状が著しく悪化する恐
れがあり、またはその生命が危険な状態にある傷病者（以下「重
度傷病者」という）が、病院又は診療所に搬送されるまでの間に、
当該重度傷病者に対して行われる気道の確保、心拍の回復そ
の他の処置であって、当該重度傷病者の症状の著しい悪化を防
止し、またはその生命の危険を回避するために緊急に必要なも
のをいう。	

定　義（救急救命士法第二条第１項）	

「救急救命処置」としては心肺機能停止状態とは限っていない	

救急医のためのメディカルコントロール	

Q. 救急救命士（２）	

n  救急救命士が業務を行う場所はどこ
でしょうか？ 

n  救急救命士は医師や看護師と何がち
がいますか？	

17 救急医のためのメディカルコントロール	

救急救命士が業務を行う場所	

18 

救急救命士は、救急用自動車その他の重度傷病者を搬送
するためのものであって厚生労働省令で定めるもの(以下
この項及び第五十三条第二号において「救急用自動車等」
という。)以外の場所においてその業務を行ってはならない。
ただし、病院又は診療所への搬送のため重度傷病者を救
急用自動車等に乗せるまでの間において救急救命処置を
行うことが必要と認められる場合は、この限りでない。（救
急救命士法第４４条第２項）	
	

病院又は診
療所	

救急用自動車等	

病院又は診療所への搬送のため	
重度傷病者を	

救急用自動車等に乗せるまでの間	
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救急医のためのメディカルコントロール	

診療の補助としての救急救命
処置	

19 

第四十三条 　救急救命士は、保健師助産師看護師法 
（昭和二十三年法律第二百三号）第三十一条第一項 及
び第三十二条 の規定にかかわらず、診療の補助として
救急救命処置を行うことを業とすることができる。 	

救急救命士法	

〔非看護師の業務禁止〕	
第三十一条　看護師でないものは、第五条に規定する業
をしてはならない。	
〔非准看護師の業務禁止〕	
第三十二条　准看護師でないものは、第六条に規定する
業をしてはならない。	
	

保健師助産師看護師法	

救急医のためのメディカルコントロール	

Q. 救急救命士	

n  救急救命士が行う救急救命処置には
どのようなものがあるのでしょうか？ 

n  救急救命士が行う特定行為はどのよ
うな前提条件で行われますか？ 

20 

救急医のためのメディカルコントロール	

応急処置と救急救命処置	

21 救急医のためのメディカルコントロール	

特定行為	

22 

n 医師が具体的な指示を救急救命士に与えるのに必要な情報
が、医師に伝えられていること。	
　　（参考）　必要な情報とは、全身状態（血圧、体温を含む）、心電図、聴診器に
よる呼吸の状況など。	
n 医師と救急救命士が常に連携を保っていること。	

特定行為の前提条件	

〔特定行為の制限〕	
第四十四条　救急救命士は、医師の具体的な指示を受け
なければ、厚生労働省令で定める救急救命処置を行って
はならない。 	

救急救命士法	

詳解「救急救命士法」（第一法規）	

心肺機能停止状態の患者に対する、	
n 半自動式除細動器による除細動	
n 厚生労働大臣の指定する薬剤を用いた静脈路確保のため
の輸液	
n 厚生労働大臣の指定する器具による気道確保	

特定行為	
除細動の包括的指示化。（平成
15年）	

• 気管内チューブの追加（平成16年）	
• ビデオ喉頭鏡の追加（平成23年）	

救急医のためのメディカルコントロール	

救急医療機関、救急医療体制
について	

n  救急患者を受け入れるために、どのよう
な体制がとられていますか？ 

n  また医療機関の選定はどのようにされ
ているのでしょう。	

23 救急医のためのメディカルコントロール	

救急搬送体制	

n  我が国では、1976年以降、各医療機関
が地域内でどのような救急患者に対応
するか機能分化を行っており、重症度
別の救急医療体制（初期、二次、三次
救急）を構築している。 
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救急医のためのメディカルコントロール	 25 

救急医療体制体系図

救命救急センター（284カ所）
（うち、⾼度救命救急センター（35カ所））

病院群輪番制病院（399地区、2,758カ所）

救命救急医療（第三次救急医療）

⼊院を要する救急医療（第⼆次救急医療）

初期救急医療

平成27年3⽉31⽇現
在

平成28年8⽉1⽇現在

ドクターヘリ（46カ所）

平成27年3⽉31⽇現
在

平成27年8⽉25⽇現
在

共同利⽤型病院（11カ所）

在宅当番医制（613地区）

休⽇夜間急患センター（560カ所）

○重症及び複数の診療科領域にわ
たる全ての重篤な救急患者を２
４時間体制で受け⼊れるもの。

○⼆次医療圏単位で、圏域内の複
数の病院が、当番制により、休
⽇及び夜間において、⼊院治療
を必要とする重症の救急患者を
受け⼊れるもの。

○⼆次医療圏単位で、拠点となる
病院が⼀部を開放し、地域の医師
の協⼒を得て、休⽇及び夜間にお
ける⼊院治療を必要とする重症救
急患者を受け⼊れるもの。

○郡市医師会ごとに、複数の医師
が在宅当番医制により、休⽇及
び夜間において、⽐較的軽症の
救急患者を受け⼊れるもの。

○地⽅⾃治体が整備する急患セン
ターにて、休⽇及び夜間において、
⽐較的軽症の救急患者を受け⼊れ
るもの。 救急医のためのメディカルコントロール	

消防法の一部を改正する法律の概要（平

成21年５月１日公布）	

搬送・受入の調査・分析	

地域の搬送・受入ルールの策定	

③救急搬送	 ④救急医
療	

①
傷
病
者

発
生	

都道府県において、医療機関、消

防機関等が参画する協議会を設置

し、地域の搬送・受入ルールを策定	

消防機関は、搬送・受入ルール
を遵守しなければならない	

総務大臣	
厚生労働大

臣	

②
搬
送
先
医
療
機
関

選
定	

医療機関は、搬送・受入ルールを
尊重するよう努めるものとする	 施行期日：平成２１年１０月３０日	

＜搬送・受入ルール＞	

①　傷病者の状況に応じた搬送先となる医療機関のリスト	

②　消防機関が傷病者の状況を確認し、①のリストの中から

搬送先医療機関を選定するためのルール	

③　消防機関が医療機関に対し傷病者の状況を伝達するた

めのルール	

④　搬送先医療機関が速やかに決定しない場合において傷

病者を受け入れる医療機関を確保するためのルール	

指針の策定等の援助	

受入れ	

26 

救急医のためのメディカルコントロール	

救急搬送受入れに関する協議
会（法定協議会）	

n  役割 
n  傷病者の救急搬送・受入れの実施に係る連

絡調整を行うための協議会 

n  法的位置づけ 
n  消防法（第35条の8） 

n  都道府県担当部局 
n  各都道府県によりさまざま 
n  救急医療協議会や都道府県ＭＣ協議会の枠

組みを活用している	

	

	
27 救急医のためのメディカルコントロール	

Q.メディカルコントロール協議
会について	

n  MC協議会は何をするところでしょ
うか（役割等）？ 

n  MC協議会以外に救急搬送や医療
について議論する場がありますか？	

28 

救急医のためのメディカルコントロール	

○救急業務の高度化の推進について（平成１３年７月４日消防救第２０４号消防庁
救急救助課長通知）	

○病院前救護体制の確立について 	（平成１３年７月４日医政指発第３０号厚
生労働省医政局指導課長）	

 
メディカルコントロール協議会の協議事項	

ア）　救急救命士に対する指示体制、救急隊員に対する指導・助言

体制の調整	

イ）　救急隊員の病院実習等の調整	

ウ）　地域の救急搬送体制及び救急医療体制に係る検証	

エ）　救急活動記録様式の項目又は検証票様式の項目の策定	

オ）　各種プロトコールの策定に関すること	

カ）　救急搬送体制及び救急医療体制に係る調整	

キ）　その他地域のプレホスピタル・ケアの向上に関すること	

メディカルコントロール協議会
の役割	

29 救急医のためのメディカルコントロール	

都道府県MC協議会	
n  役割 

n  地域MC体制間の調整 
n  病院前における指示・助言体制・事後検証体制

・再教育体制の整備に係ること等	

n  法的位置づけ 
n  厚生労働省医政局通知、総務省消防庁次長通知 
n  「メディカルコントロール協議会の設置促進につ

いて」	

n  担当部局 
n  都道府県消防防災部局や衛生主管部局	
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救急医のためのメディカルコントロール	

救急搬送・救急医療に関して協議・調
整を行う組織	

31 

名称	 都道府県MC協議会	 救急医療協議会	
救急搬送・受入れに関す

る 
協議会（法定協議会）	

役割	
病院前における指示・助言体
制・事後検証体制・再教育体制
の整備に係ること等	

救急医療体制全般 
・　初期・二次・三次の救急
医療機関の整備 
・　病院前救急医療体制と
救急医療体制の連携に関

すること 
・　医療機関から退院後の
福祉施設などとの連携に
関すること	

患者の救急搬送・受入れ
の実施について協議	

法的位置づ
け	

厚生労働省医政局通知 
総務省消防庁次長（平成14年7
月） 
「メディカルコントロール協議会
の設置促進について」	

医療法 
厚生労働省医政局長通知 
「医療計画について」 

消防法第35条の8	

担当部局	
都道府県消防防災部局や衛生
主管部局	

都道府県衛生主管部局	

各都道府県によりさまざ
ま 
救急医療協議会や都道
府県ＭＣ協議会の枠組み
を活用	 救急医のためのメディカルコントロール	

n  メディカルコントロールに従事する医
師は、救急救命士（救急隊）やメディカ
ルコントロール協議会等に関する法
令や制度を理解した上で、業務を行う
必要がある。 

 
n  病院前医療は救急医療の実践の場で

ある。 

まとめ	
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